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Ⅰ．計画の基本的事項 

写真：井上 旭氏 



 

  2 
第3 次日田市環境基本計画 

Ⅰ．計画の基本的事項 

Ⅰ．計画の基本的事項 
   

１．計画の趣旨 

（１）計画の目的 

日田市では、平成 13（2001）年３月に日田市環境保全条例第 14 条第１項に基づき、環

境保全及び創造に関する目標や施策の基本的方向を示し、総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とした日田市環境基本計画を策定しました。その計画期間の終了に伴い、第２

次日田市環境基本計画を平成 23（2011）年３月に策定し、国の動向や社会情勢等を反映

した中間見直しを行いながら、環境に関する施策を推進してきました。 

その後、世界的に気候変動問題や海洋プラスチック問題が深刻化するとともに、環境・

経済・社会の三則面が関連し複雑化した課題に対応し、持続可能な世界を実現するための

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の考え方が浸透してきています。 

このような中、国においては、地域の活力を活性化させることによる持続可能な自立・

分散型の地域社会である地域循環共生圏を目指す「第五次環境基本計画」が平成 30（2018）

年４月に閣議決定され、同年 12 月には「気候変動適応法」が施行されました。さらに、

令和２（2020）年 10 月に 2050 年カーボンニュートラル宣言が表明され、続けて 11 月に

国会において「気候非常事態宣言」が決議されるなど、脱炭素社会の実現へ向けた動きが

加速しています。 

これらの状況を踏まえ、環境施策にＳＤＧｓの視点を取り入れ、受け継がれてきた「水

郷ひた」と呼ばれる恵まれた自然環境を守り、環境と共生する持続可能なまちづくりを推

進するため、令和３（2021）年度から令和９（2027）年度までの第３次日田市環境基本計

画の策定を行うものです。 

 

●持続可能な社会の実現に向けて 

平成 27（2015）年 9 月に国連サミットにおいて、持続可能な世界を実現させるための

取組として「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。これは、先

進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会の普遍的な目標で、その中核となるＳＤ

Ｇｓは、17 のゴール（目標）と 169 のターゲットから構成されています。 

国においても平成 28（2016）年 5 月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」

が設置され、同年 12 月に「ＳＤＧｓ実施指針」を決定し、ＳＤＧｓの実現に積極的に取

り組んでいます。 

この実施指針は令和元（2019）年 12 月に改定され、全国の地方自治体及びその地域で

活動するステークホルダーの積極的な取り組みの推進によるＳＤＧｓの一層の浸透・主

流化への期待、地方自治体におけるＳＤＧｓを原動力とした地方創生推進への期待が記

載されています。 

そこで、本計画においても各施策に関連するＳＤＧｓのゴールを明確にし、持続可能な

社会の実現に貢献していきます。 
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Ⅰ．計画の基本的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［資料：国際連合広報センターホームページより］ 

図 1 ＳＤＧｓの 17 のゴール 

 

表 1 ＳＤＧｓの 17 のゴール 

ゴール１ 

貧困 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終

わらせる 

ゴール 10 

不平等の 

是正 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

ゴール２ 

飢餓 

飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する 

ゴール 11 

安全な都市 

包摂的で安全かつレジリエントで持続

可能な都市及び人間居住を実現する 

ゴール３ 

健康な生活 

あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する 

ゴール 12 

持続可能な

生産・消費 

持続可能な生産消費形態を確保する 

ゴール４ 

教育 

全ての人々への包摂的かつ公平な質の高

い教育を提供し、生涯教育の機会を促進す

る 

ゴール 13 

気候変動 

気候変動及びその影響を軽減するため

の緊急対策を講じる 

ゴール５ 

ジェンダー

平等 

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び

女子のエンパワーメントを行う 

ゴール 14 

海洋 

持続可能な開発のために海洋資源を保

全し、持続的に利用する 

ゴール６ 

水 

全ての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する 

ゴール 15 

生態系・森林 

陸域生態系の保護・回復・持続可能な利

用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠

化への対処、並びに土地の劣化の阻止・

防止及び生物多様性の損失の阻止を促

進する 

ゴール７ 

エネルギー 

全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な現代的エネルギーへのアクセスを確

保する 

ゴール 16 

法の支配 

持続可能な開発のための平和で包摂的

な社会の促進、全ての人々への司法へ

のアクセス提供及びあらゆるレベルに

おいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度の構築を図る 

ゴール８ 

雇用 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全て

の人々の完全かつ生産的な雇用とディー

セント・ワーク（適切な雇用）を促進する 

ゴール９ 

インフラ 

レジリエントなインフラ構築、包摂的かつ

持続可能な産業化の促進及びイノベーシ

ョンの拡大を図る 

ゴール 17 

パートナー

シップ 

持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバル・パートナーシップを

活性化する 
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Ⅰ．計画の基本的事項 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、第６次日田市総合計画における環境部門の総合計画として位置づけられ、環

境分野に関する各種計画や施策を立案する上で基本となる計画です。 

また、本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）第 19 条第２項に基づ

く地方公共団体実行計画（区域施策編）」を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 環境基本計画の位置づけ 

  

第６次日田市総合計画 

第３次日田市環境基本計画 
日田市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）を含む 

日田市環境保全条例 

水郷ひた河川を美しくする条例※ 

※令和 3 年第 1 回定例会に提案中 

その他の 

関連計画 

環境基本法 

温対法 

気候変動適応法 

環境基本計画 

地球温暖化対策計画 

気候変動適応計画 

国 
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Ⅰ．計画の基本的事項 

２．計画の期間と対象範囲 

（１）対象期間 

本計画の計画期間は、第６次日田市総合計画の計画期間との整合性を図るため、令和３

（2021）年度から令和９（2027）年度までの７年間とします。 

なお、本計画では前期３年間の重点プロジェクトを定めることとし、社会経済状況等の

変化を踏まえ、令和５（2023）年度中に中間見直しを行い、令和９（2027）年度までの後

期４年間の重点プロジェクトを定めます。 

 

令和３年度 

2021 

令和４年度 

2022 

令和５年度 

2023 

令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

令和９年度 

2027 

       

  

 

  

 

 

 

図 3 対象期間 

 

 

（２）計画の対象 

対象地域は、日田市全域とします。また、対象とする分野は下記のとおりです。 

○自然環境(緑、河川・水辺、生物多様性等) 

○地球環境(地球温暖化、気候変動、廃棄物、リサイクル等) 

○生活環境(大気、水質、土壌、騒音、振動、悪臭等) 

○環境配慮(環境学習、自主的活動、参加・協働等) 

 

  

第３次日田市環境基本計画 

第６次日田市総合計画 

前期重点プロジェクト 後期重点プロジェクト 
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Ⅰ．計画の基本的事項 

３．計画の推進と進捗管理 

環境基本計画に基づく取組について、ＰＤＣＡサイクルの手法で報告・評価を行います。 

市は、施策の柱ごとの進捗状況を日田市環境審議会に報告し、意見を求めます。環境審

議会からの意見を踏まえ、さらに計画の展開に反映させます。 

また、毎年度改定する環境白書において進捗状況を管理し公表を行い、市民等から意見

を求め、さらなる施策の推進・改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

 

 

継続的に改善 

 

 

・環境基本計画を策定します。 

・必要に応じて計画内容を見直します。 

 

●環境基本計画の策定 

●計画の見直し 

Plan 

 

 

・各課において計画に基づく対策・施策を実

施します。 

・各主体に対する取組の支援、普及啓発を

実施します。 

 

●対策・施策の実施 

●対策・施策の支援・普及啓発 

Do 

 

 

・計画の進捗状況を確認して目標達成状

況や対策・施策の妥当性を検証し、次

年度以降の取組に反映します。 

・必要に応じて実施内容を見直します。 

 

●対策・施策改善の検討 

●実施内容の見直し 

Action 

 

 

・目標の達成状況を点検・評価します。 

・対策・施策の実施状況を評価します。 

 

●目標達成状況の評価 

●対策・施策の実施状況評価 

Check 
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Ⅱ．基本理念と環境像 

写真：井上 旭氏 
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Ⅱ．基本理念と環境像 

Ⅱ．基本理念と環境像 
   

（１）基本理念 

本計画における基本理念を次のとおり設定します。 

 

ａ）「水」と「緑」の再生による「水郷ひた」の創造 

本市は、盆地の自然、特に、水と緑に支えられて発展してきました。 

しかしながら、経済の発展や社会構造の変化に伴い、本市の環境資源の持つ機能や価

値が低下しつつあります。 

このような環境資源の現状を踏まえ、水と緑の再生を通じて水が生まれ緑が育つまち

「水郷ひた」を創造し、未来の世代に引き継いでいきます。 

 

ｂ）持続可能な地域循環共生圏の構築 

水と緑の保全と活用を両面から推進することによって、本市の環境・経済・社会の統

合的向上を目指します。 

そして、脱炭素社会を目指して、限りある資源やエネルギーを有効に活用し、未来の

世代に引き継ぐことのできる持続可能な地域循環共生圏を構築します。 

また、筑後川の上流域に位置する自治体として、筑後川流域圏の自治体や関係団体と

の交流・連携を深めることによって、お互いの環境・経済・社会の統合的向上を目指し

ます。 

 

ｃ）市民・事業者・行政の協働の促進 

本市の環境及び地球環境についてみんなで考え、施策の立案や推進に対して市民・事

業者・行政の各主体が協働で取り組みます。 

 

 

（２）目標とする環境像 

基本理念に基づき、本市の目標とする環境像は 

 

『水と緑があふれる未来輝くまち ～水郷ひた～』 

 

とします。 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

写真：井上 旭氏 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

Ⅲ．施策の柱と基本施策 
   

 

（１）施策の柱の考え方 

本計画では、第２次日田市環境基本計画改定版の施策の柱を下記のとおり再構築しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 施策の柱 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 環境共生都市の創造 

 ～ 水郷ひたづくりの推進 ～ 

ⅱ 生物多様性の保全 

《第２次計画の施策の柱》 

ⅲ 地球温暖化対策の推進 

ⅳ 廃棄物対策・リサイクルの推進 

ⅴ 公害の防止・生活環境の保全 

ⅵ 環境意識の向上と行動の実践 

ⅱ 自然と共生するまち 

《第３次計画の施策の柱》 

ⅲ 脱炭素・循環型のまち 

ⅳ 環境活動を実践するまち 

ⅰ地域資源を活かすまち  

 ～ 水郷ひたづくりの推進 ～ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

（２）取組の施策体系 

施策の体系は、基本理念に基づく環境像の実現に向けて、４つの施策の柱により基本

施策を展開していきます。 

また、国の第五次環境基本計画の「ＳＤＧｓの考え方も活用した、環境・経済・社会

の統合的向上を具体化する」、「地域資源を持続可能な形で最大限活用し、経済・社会活

動をも向上させる」、「より幅広い関係者と連携する」というアプローチとも整合性を図

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国の第五次環境基本計画では、『自然と共生する知恵や自然観も踏まえ、情報通信技術（ＩＣＴ）等の科学技術も最

大限に活用しながら、経済成長を続けつつ、環境への負荷を最小限にとどめ、健全な物質・生命の「循環」を実現す

るとともに、健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との「共生」や地域間の「共生」を図り、これらの取組を含

め「低炭素」をも実現することが重要である。このような循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）が、我々が目

指すべき持続可能な社会の姿であるといえる。』としている。 

 

図 6 取組の施策体系 

ガバナンス 

環 境 

社 会 

経 済 

統
合
的
向
上 

『水と緑があふれる未来輝くまち ～水郷ひた～』 

実現 

地域資源を 

活かすまち 
～ 水郷ひたづくり

の推進 ～ 

ⅰ 脱炭素 

・循環型のまち 

ⅲ 自然と共生 

するまち 

ⅱ 

環境活動を実践するまち ⅳ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

（３）計画推進に向けた各主体の役割（環境行動指針） 

快適で利便性の高い脱炭素型のライフスタイルを容易に選択できるよう、環境負荷の

少ない製品・サービスを提供する事業者の取組やそれを促す行政の施策、市民一人一人

の賢い選択により、ライフスタイルイノベーションによる社会変革の実現、本計画の目

指す環境像の達成を目指します。 

 

市民の役割 

・日常生活において、ごみの発生抑制やリサイクル、省エネルギーなど身近にでき

ることからエコライフを実践することにより、環境への負荷の低減に努め、住み

よい環境づくりに努めます。 

・地球温暖化やごみ問題などの環境問題に関心を持って、正しい環境行動の理解を

深め、環境保全につながるようなライフスタイルに転換していきます。 

・地域やグループでの環境保全活動の企画・実施など、自発的・積極的に環境保全

のためのまちづくりに参画し、自主的・自発的な活動の輪を広げていきます。 

 

事業者の役割 

・すべての事業活動が環境に様々な影響を与えていることを認識し、環境保全の一

層の取組を進めるとともに、事業活動のあらゆる段階において環境影響の把握・

評価とその結果の公表等に努め、事業活動と環境との調和に努めます。 

・製品の製造、加工、流通、販売等の各段階を通じて、環境負荷の少ない社会の実

現に向けた事業活動を実践していくとともに、事業活動を通じて蓄積している環

境技術やノウハウを社会還元していきます。 

・地域社会の一員として、地域の環境保全に向けた活動に積極的に取り組んでいく

とともに、人的な面や経済面等から地域の環境保全に向けた活動を行う市民や市

民団体等を支援するなど、社会貢献に努めます。 

 

行政の役割 

・本計画の推進に向けて、市民・事業者の自主的な取組を促進するため、積極的に

支援するとともに、環境の保全・創出に関する総合的な施策を実施します。 

・市役所自らが事業者でもあり、消費者でもあるとの立場から、環境保全に関する

行動を率先して実行します。 

・広域的な問題に対しては、近隣自治体や国・県など関係機関との連携・協力によ

り、市域を越えた環境保全に取り組みます。 
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第3 次日田市環境基本計画 

Ⅲ．施策の柱と基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料：令和 2 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書］ 

図 7 ライフスタイルイノベーションによるゼロエミッション都市づくり（衣食住） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料：令和 2 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書］ 

図 8 ライフスタイルイノベーションによるゼロエミッション都市づくり（働き方・レジャー） 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

≪基本施策の体系図≫ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）河川や地下水を守る「水循環保全」の推進 

（２）水辺環境の整備と活用 

（３）木材需要の拡大による森林の活性化（新しい日田の森林・林業・木材産業振興ビ

ジョンの推進） 

（４）環境影響への配慮の取組の強化 

（５）公害のない良好な生活環境の確保 

（６）ポイ捨てや不法投棄ゼロの良好な生活環境の確保 

（７）歴史的・文化的資源の保全・活用、良好な景観の保全 

主な取組 

（１）森林・河川の生物多様性の回復 

（２）生物多様性の保全 

（３）生態系の保全への取組の強化 

（４）特定外来生物の周知・啓発と迅速な駆除 

（１）緩和策の推進 

（２）気候変動影響への適応策の推進 

（３）３Ｒの推進、廃棄物の適正処理 

（４）地域資源の循環的な利用 

（１）環境教育・環境学習（ＥＳＤ）の推進 

（２）自主的な環境行動の推進 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

（４）基本施策 

施策の柱ⅰ．地域資源を活かすまち～水郷ひたづくりの推進～ 

 

≪現状と課題≫ 

①市の人口は、平成 17（2005）年の市町村合併以降、減少が止まらず、令和２（2020）

年３月末現在では、64,356 人となっています。 

②「水」に対する市民の関心は高く、河川流量増加の取組、市民や流域自治体との連携

及び流域住民参加による森づくりの推進など、水環境の改善に向けた取組を継続して

おり、「水郷ひた」と呼ばれる豊かな水環境のもと、市、市民及び事業者がそれぞれ

の責任や役割を認識するとともに、お互いが役割を果たし、 最善の努力を積み重ね、

河川を美しくすることを決意して、「水郷ひた河川を美しくする条例」を令和３（2021）

年４月の制定に向けて取り組んでいます。 

③農林業は、日田市の基幹産業であるとともに、河川水や地下水など「水循環」に密接

に関係しており、森林や農地保全の対策をとることが必要です。 

④森林資源の有効活用と環境保全に効果的な事業が進められており、今後も引き続き林

業・木材産業の推進や木質バイオマスの利用など「植える、育てる、使う、植える」

という森林資源の循環利用につながる取組が重要です。 

⑤市に寄せられる苦情の多くは、住宅地での騒音や悪臭、野焼きに関することとなって

います。 

⑥不法投棄対策に関しては、「ポイ捨て等の防止に関する条例」の適切な運用や市民・

事業者の自主的な取組が重要となります。 

⑦行政は、不法投棄防止の啓発活動について、さらに進める必要があります。 

⑧本市は江戸時代から幕府の直轄地「天領」となり、北部九州の各地を結ぶ交通の要衝

として栄え、歴史的な町並みや文化財が数多く残されています。しかしながら、近年

では人口減少や少子高齢化の進展により、貴重な無形文化財や無形民俗文化財の保

存・継承や歴史的な景観の保全が課題となっています。 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

≪基本的方向性≫ 

「水」と「緑」という本市を代表する環境資源を活用し、これらの資源の新たな価値

を創造することで、本市全体の環境・経済・社会の統合的な向上を通じた地域全体の活

性化を図ります。 

とりわけ、林業、木材産業、農業、観光業においては、環境資源を最大限に活かす戦

略をとることによって、日田市全体の活性化を図り、水が生まれ、緑が育つまち「水郷

ひた」の創造を目指します。 

また、環境美化と不法投棄対策を進め、環境保全についての意識啓発を行うことによ

り、良好な生活環境の確保を図ります。 

 

■関連する SDGs のゴール 

 

 

 

 

 

 

表 2 目標指標（第６次日田市総合計画第２期基本計画より） 

指標名 基準値 目標値 

河川水質環境基準適合割合（BOD） 
96.7％ 

平成 27（2015）年度 

100％ 

令和 9（2027）年度 

生活排水処理率 
81.1％ 

平成 30（2018）年度 

92.0％以上 

令和 9（2027）年度 

素材生産量（年間） 
329,757 ㎥ 

平成 27（2015）年度 

420,000 ㎥ 

令和 9（2027）年度 

木材製造品出荷額（年間） 

（家具を除く） 

15,673.8 百万円 

平成 26（2014）年度 

16,657 百万円 

令和 9（2027）年度 

伝統的建造物修理済建造物数（累計） 
45 件 

平成 30（2018）年度 

60 件 

令和 9（2027）年度 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（１）河川や地下水を守る「水循環保全」の推進 

 

≪施策の方向≫ 

１ 本市の重要な環境資源である水資源を今後も持続的に活用していくために、水環境

の保全と新たな価値の創造に向けて必要な取組を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

水郷ひたのシンボルである河川を美しくするため、「水郷ひた

河川を美しくする条例」の周知・普及啓発を進めるなど河川

環境向上を図ります。 

○ ○ ○ 

筑後川流域圏における行政機関と連携して、河川環境の保全

に努めます。 
○   

事業者に対して、排水に係る河川水質の保全に関する啓発や

指導及び地下水汚染防止対策としての施設の適正管理調査や

是正指導を行います。 

○  ○ 

将来にわたり良好な水環境を維持するために、河川水質検査

を継続するとともに関係機関と連携し水質状況の変化や経年

変化の把握に努めます。 

○   

身近な生活環境や河川の水質を保全し水質汚染等の防止に寄

与するため、合併処理浄化槽の普及促進及び下水道・農業集

落排水の未接続世帯への加入促進を行います。 

○ ○  

環境保全型農業として、化学肥料、化学合成農薬の軽減を図

り、環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業団体を支

援します。 

○  ○ 
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基本施策（２）水辺環境の整備と活用 

 

≪施策の方向≫ 

１ 水辺環境の保全と持続的な活用のため、河川周辺環境の整備や維持管理を推進しま

す。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

市内河川の清流度の調査を定期的に実施し、河川の実情の把

握に努めます。 
○ ○  

公園の計画的な更新や公共空間における水・緑環境の創出に

努めます。 
○   

豊かな河川環境を有効利用した、水辺環境の保全と継続的な

活用のため、市民団体等の活動を支援します。 
○ ○ ○ 

自然景観と調和し、親水性の高い良好な河川環境を推進する

ため、河川管理者など関係機関・団体と連携を図ります。 
○ ○ ○ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（３）木材需要の拡大による森林の活性化（新しい日田の森林・林業・ 木材 

産業振興ビジョンの推進） 

 

≪施策の方向≫ 

１ 間伐や広葉樹林化などを推進し、森林の公益的機能の向上に努めます。 

２ 市街地区域における緑化を推進することで、快適環境の形成に努めます。 

３ 木質資源の積極的な活用により地域活性化を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

災害に強い健全な森林を育成し、水源涵養など公益的機能の

維持増進を図るために、持続可能な森林の整備を推進します。 
○  ○ 

森林保全や環境対策、地域振興等の連携を図り相互理解を深

めるため、筑後川流域圏との交流を進めます。 
○ ○  

低質材を木質バイオマス燃料として活用するなど、未利用森

林資源等の有効活用を推進します。 
○  ○ 

木質バイオマス施設の温排水を利用するなど、木質バイオマ

スエネルギーの利用拡大を図ります。 
○  ○ 

成熟した森林資源を活かし、資源循環の確立を図るため、木

材製品の高付加価値化・日田材のブランド化を進めます。 
○  ○ 

市有林での植樹祭開催や緑化木の配布などによる環境緑化を

推進します。 
○ ○  
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（４）環境影響への配慮の取組の強化 

 

≪施策の方向≫ 

１ 地域全体の持続的発展と環境資源の持続的な活用に向けて、それぞれの主体が環境

への配慮の取組を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

良好な住環境を維持するため、開発協議や公共施設等施工基

準の充実を図ります。 
○ ○ ○ 

エコアクション 21 などの簡易な環境マネジメントシステム

の普及を促進します。 
○  ○ 

耕種農家と畜産農家の連携を図り、耕畜連携による循環型農

業を促進します。 
○  ○ 
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基本施策（５）公害のない良好な生活環境の確保 

 

≪施策の方向≫ 

１ 市内要所の大気、騒音等の定期的な観測を行い、公害等の発生源や環境汚染などの

実態把握に努めます。 

２ 苦情に対しては、迅速かつ個々の事例に合わせた柔軟な対応を図ります。 

３ 市民、事業者の公害をなくす積極的な行動を支援します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

関係機関と連携し、ダイオキシン、河川水質検査等の定期的

な環境調査により日田市における現状を認識し、環境基準を

超えない取組を継続します。 

○ ○ ○ 

事業に伴う悪臭や野焼きによる煙など、発生の原因者に対す

る指導を強化します。 
○ ○ ○ 
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基本施策（６）ポイ捨てや不法投棄ゼロの良好な生活環境の確保 

 

≪施策の方向≫ 

１ ポイ捨てや不法投棄ゼロに向けて、市民や事業者の自主的な取組を支援します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

環境美化の促進を図るため、町内下水溝清掃（クリーン月間）

における汚泥の収集・運搬に対する支援を行います。 
○ ○  

河川不法投棄監視員やポイ捨て等防止監視員の巡回など不法

投棄の防止に努めます。 
○ ○ ○ 

美化推進モデル地区に指定した自治会による美化活動を支援

します。 
○ ○  

雑草除去、ペット飼育マナー向上の啓発など、生活環境の確

保に係る啓発・指導を推進します。 
○ ○  

環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市と市民

が一体となった公共施設の環境美化活動を促進するため、水

郷のまちクリーンアップ制度（アダプトプログラム）を推進

します。 

○ ○ ○ 

自治会等の地域のコミュニティによる地域資源を活かしたま

ちづくり活動（生活環境の保全・美化）を推進します。 
○ ○ ○ 

 

  



 

 24 
第3 次日田市環境基本計画 

Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（７）歴史的・文化的資源の保全・活用、良好な景観の保全 

 

≪施策の方向≫ 

１ 歴史的・文化的資源の保全・活用を図ります。 

２ 良好な町並み景観を保全します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

無形文化財、無形民俗文化財の保存・継承に取り組みます。 ○ ○  

豆田町伝統的建造物群保存地区の保存に努めます。 ○ ○ ○ 

国指定史跡の保存整備を推進します。 ○ ○ ○ 

景観法による景観計画への取組や、屋外広告物法の規制等に

より、緑豊かな農山村の景観や歴史的な町並みの景観を保全

します。 

○ ○ ○ 

地域資源（景観、歴史、文化等）を活かすまちづくり活動を推

進します。 
○ ○ ○ 

良好な自然環境並びに景観風致を維持するため、県・市指定

保存樹の病害虫防除、防腐、施肥等の維持管理を行います。 
○ ○  
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施策の柱ⅱ．自然と共生するまち 

 

≪現状と課題≫ 

①河川、里山等での環境保全対策や特定外来種等駆除などは、各種団体や地元自治会等

で実施されています。 

②イノシシやシカなどの有害鳥獣による農林業等への被害が拡大しており、捕獲と予防

の両面からの対策が必要です。 

③河川の水生生物調査については継続して実施していますが、生物多様性がもたらす恵

みを理解し、保全と活用による生物多様性の維持向上に向けた取組が必要です。 

 

 

≪基本的方向性≫ 

自然共生社会の実現に向けて、生物多様性の保全に配慮した取組を行います。 

また、林業のまち、筑後川上流域に位置するまちとして、経済活動と自然の調和がと

れた森林をつくり、河川環境を整備・保全し、生物多様性の適切な保全を行います。 

 

■関連する SDGs のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 目標指標（第６次日田市総合計画第２期基本計画より） 

指標名 基準値 目標値 

有害鳥獣による農林産物の被害額 

（年間） 

42,724 千円 

平成 27（2015）年度 

19,243 千円 

令和 9（2027）年度 
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基本施策（１）森林・河川の生物多様性の回復 

 

≪施策の方向≫ 

１ 人と自然が共生する自然共生型社会を構築するために、生態系に配慮した森林・河

川づくりに努めます。 

２ 適切な森林整備を推進することによって水源涵養機能や災害防止機能などの森林

の持つ公益的機能の向上に努めます。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

災害に強い健全な森林を育成し、水源涵養など公益的機能の

維持増進を図るために、持続可能な森林の整備を推進します。 
○  ○ 

農地及び林地の有害鳥獣による被害を減らすため、防護柵の

設置や有害鳥獣捕獲を推進します。 
○ ○ ○ 

公共施設・公共事業等での雨水浸透促進及び近自然工法によ

る整備を促進します。 
○   
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基本施策（２）生物多様性の保全 

 

≪施策の方向≫ 

１ 保全すべき自然を明確化するため、自然環境調査などを行い、自然との共生を基軸

とした保全の仕組みを構築します。 

２ 生物多様性を総合的・計画的に保全するための基本的な方針を定める生物多様性地

域戦略を策定します。 

３ 生物多様性の保全を進めるため、自然とのふれあいや自然学習の機会を作り、生物

多様性の重要性に対する関心を高めます。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

市域全体の自然環境調査など基礎情報の整理に取り組みま

す。 
○ ○  

自然環境調査に基づく生物多様性地域戦略の策定に向けて取

り組みます。 
○ ○ ○ 

生物多様性の現状について市民に認識してもらうため、ふれ

あい宅配講座などの市民向けの学習活動を強化します。 
○ ○  

自然とふれあう機会の増加を図ります。 ○ ○  

博物館等を中心として生物多様性に関する情報の発信などに 

取り組みます。 
○   
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基本施策（３）生態系の保全への取組の強化 

 

≪施策の方向≫ 

１ 生態系の保全に配慮した事業活動を促進するとともに、レッドデータブックに掲載

された絶滅危惧種などについては、開発などによる影響を最小限とするよう適切な

保全に努めます。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

自然環境に配慮した土地開発等を推進します。 ○ ○ ○ 
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基本施策（４）特定外来生物の周知・啓発と迅速な駆除 

 

≪施策の方向≫ 

１ 特定外来生物が繁殖し、他の生態系に影響を与えることのないよう、その違法性や

危険性の周知・啓発に努めます。 

２ 特定外来生物の繁殖を防止する取組を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

特定外来生物が繁殖し、他の生態系に影響を与えることのな

いよう、その違法性や危険性を周知・啓発します。 
○ ○  

特定外来生物は本来の生態系等に影響を及ぼす可能性がある

ため、特定外来生物の迅速かつ適正な駆除を行います。 
○ ○ ○ 
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施策の柱ⅲ．脱炭素・循環型のまち（地球温暖化対策実行計画区域施策編を含む） 

 

≪現状と課題≫ 

①市庁舎の照明の LED 化や低公害車導入など、省エネルギー、地球温暖化防止に係る取

組を行っています。 

②国は 2050 年に温室効果ガス排出実質ゼロとすることを表明しており、行政、市民及

び事業者を含め地域が一体となり、脱炭素社会の構築に向けた取組が必要です。 

③短時間強雨（１時間程度の短い時間スケールで局地的に発生する強い雨）の増加によ

る自然災害や熱中症の増加が懸念されており、気候変動影響への適応が重要となって

います。 

④現在 16 分別のごみ収集を行っており、生ごみの分別収集も市民に定着し、バイオマ

ス資源化センターで有効利用されています。 

⑤人口は減少してきているものの、市民一人あたりの一般ごみの排出量の減少にはつな

がっておらず、市民のごみ減量の意識の向上が必要です。 

⑥国際的にプラスチック海洋汚染が深刻化しており、生分解性プラスチックの利用やプ

ラスチックの分別などの取組が必要です。 

⑦市内のあらゆる廃棄物や樹皮（バーク）、また、エネルギーとして未利用だったし尿

処理汚泥、浄化槽汚泥などを地域資源として有効利用することが重要です。 

 ⑧令和２（2020）年 12 月に「気候変動に対する非常事態宣言を求める請願」が市議会

で採択されるなど、気候変動問題に対する早急な対策の検討が求められています。 

 

 

≪基本的方向性≫ 

日田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を推進するため、太陽光・小水力・バ

イオマス発電など、本市の豊富な再生可能エネルギーの活用や、省エネ・省資源化の促

進を図り、地球温暖化対策に積極的に取り組みます。 

また、既に起こっているあるいは今後想定される気候変動影響に対する適応策にも

取り組みます。 

さらに、リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒを機軸として、ごみの発生抑制を

最優先にし、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指します。 
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温室効果ガスの増加

化石燃料使用による
二酸化炭素の排出など

気候変動

気温上昇（地球温暖化）
降雨パターンの変化

海面上昇など

気候変動の影響

生活、社会、経済
自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

被害を回避・
軽減する

適応

■関連する SDGs のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 目標指標（第６次日田市総合計画第２期基本計画より） 

指標名 基準値 目標値 

市内の温室効果ガス排出量 
582 千 t-CO2/年 

平成 25（2013）年度 

349 千 t-CO2/年 

令和 12（2030）年度 

市民 1 人 1 日あたりの可燃ごみ排出量 
656g 

平成 27（2015）年度 

511g 

令和 8（2026）年度 

ごみのリサイクル率 
18.5％ 

平成 27（2015）年度 

27.5％ 

令和 8（2026）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 緩和と適応 
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日田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

第１節 策定の概要 

１．対象地域 

計画の対象は本市の行政区域内とし、経済活動や市民の日常生活など温室効果ガス

排出に関する活動を対象とします。 

 

２．対象とする温室効果ガス 

本計画の対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二

窒素（N2O）とします。 

 

３．対象部門 

本計画の対象は以下の部門とします。 

 

表 5 対象とする温室効果ガスと部門 

種類 部門 対象活動 

二酸化炭素 

（CO2） 

産業 製造業、建設業・鉱業、農林水産業におけるエネルギー消

費に伴う CO2排出量 

業務その他 事業所等におけるエネルギー消費に伴う CO2排出量 

家庭 家庭におけるエネルギー消費に伴う CO2排出量 

運輸 自動車及び鉄道におけるエネルギー消費に伴う CO2排出量 

廃棄物 一般廃棄物の焼却に伴う CO2排出量 

メタン 

（CH4） 

運輸 自動車の走行に伴う CH4排出量 

農業 水田の耕作、農業廃棄物の焼却、家畜の飼養、家畜の排せ

つ物管理に伴う CH4排出量 

廃棄物 一般廃棄物の焼却、生活・商業排水の処理に伴う CH4排出量 

一酸化二窒素 

（N2O） 

運輸 自動車の走行に伴う N2O 排出量 

農業 耕地における肥料の使用、耕地への肥料のすき込み、農業

廃棄物の焼却、家畜の排せつ物管理に伴う N2O 排出量 

廃棄物 一般廃棄物の焼却、生活・商業排水の処理に伴う N2O 排出量 

 

第２節 温室効果ガス排出量の現状 

本市における平成 29（2017）年度の温室効果ガス排出量は 472 千 t-CO2となってお

り、基準年度である平成 25（2013）年度と比較して約 19％減少しています。その主

な要因は、再生可能エネルギーの導入など電源構成の変化に伴う電気の二酸化炭素係

数の低減によるものです。 

また、本市では、運輸部門（自動車）、業務その他部門、家庭部門からの排出量が

多く、これら３部門での温室効果ガス排出抑制対策が特に重要です。  
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図 10 種類別温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算値）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メタン排出量及び一酸化二窒素排出量に地球温暖化係数を乗じて二酸化炭素に換算し、産業（製造業）、

産業（建設業・鉱業）、業務その他、家庭、運輸（自動車）、運輸（鉄道）、廃棄物に分けて、二酸化炭

素排出量と合算した値 

 

図 11 部門別温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算値）の推移 
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図 12 温室効果ガス排出量の部門別割合（平成 29（2017）年度） 
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2013年度比 40.0％削減
現状趨勢の影響 19.1％削減

対策の効果 17.6％削減

電気排出係数の低減 3.2％削減

第３節 温室効果ガス排出量の将来推計 

１．現状趨勢ケース 

現状趨勢ケース（今後新たな追加対策を行わない場合）の将来の温室効果ガス排出

量のうち、二酸化炭素排出量は、最新の現況年度（平成 29（2017）年度）の二酸化炭

素排出量原単位（例：世帯数あたりの二酸化炭素排出量）を固定して、活動量（例：

世帯数）の変化をもとに推計しました。メタン及び一酸化二窒素の温室効果ガス排出

量は、関連する部門の二酸化炭素排出量増減率をもとに推計しました。 

令和 12（2030）年度における現状趨勢ケースの温室効果ガス排出量は、471 千 t-

CO2で、平成 25（2013）年度に比べて約 19％減少するものと推計されます。 

 

２．対策実施ケース 

令和 12（2030）年度における対策実施ケースの温室効果ガス排出量は、各種対策

（再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策）に基づく削減効果量及び電気排出

係数の低減効果をもとに推計しました。 

令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量は、349 千 t-CO2で、平成 25（2013）年

度に比べて約 40％減少するものと推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 13 令和 12（2030 年度）の将来推計結果 
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■ 431

2013年度比

37％削減

第４節 削減目標 

国は、温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする、2050 年カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指しています。これは、温室効果ガス排出量を森林などの

二酸化炭素吸収量と均衡させるという考え方です。 

一方、現在の国の地球温暖化対策計画においては、令和 12（2030）年度に平成 25

（2013）年度比で 26％の削減、令和 32（2050）年度に 60～80％の削減を目指してい

ます。 

日田市の令和 32（2050）年度の温室効果ガス排出量を 80％削減するためには、令

和 12（2030）年度時点で平成 25（2013）年度の排出量に比べて 37％削減する必要が

ありますが、対策実施ケースの将来推計では約 40％の削減となり、各種対策が順調

に進めば国の目標水準を達成できる見込みです。 

 

削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
フォアキャスト：令和 32（2050）年度という将来に向けて追加対策を実施した場合の令和 12（2030）年度の排出量 

バックキャスト：令和 32（2050）年度の目標排出量から遡った場合の令和 12（2030）年度の排出量 

 

図 14 削減目標のイメージ図 

令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度

比で 40％（233 千 t-CO2）削減することを目指します。 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（１）緩和策の推進 

 

≪施策の方向≫ 

１ 住宅用太陽光発電などを中心に、再生可能エネルギーの利用促進に努めるとともに、

市民・事業者・市それぞれの立場から取り組める仕組みづくりに努めます。 

２ 木質バイオマスエネルギーや小水力発電など、地域のもつエネルギーポテンシャル

の有効利用を推進します。 

３ 家庭や事業所における省エネなどによる温室効果ガスの排出削減を促進します。 

４ 公共交通機関や自転車の利用を促進するとともに、エコドライブや次世代自動車へ

の買い替えなども普及することによって、地域の自動車から排出される温室効果ガ

スの削減に努めます。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

身近な省エネや省資源への取組を促進します。 ○ ○ ○ 

住宅や建築物の断熱化や高気密化を促進します。 ○ ○ ○ 

太陽光発電、木質バイオマス燃焼機器など再生可能エネルギ

ーの導入を推進します。 
○ ○ ○ 

公共交通機関や自転車の利用やエコドライブを推進します。 ○ ○ ○ 

電気自動車などの走行時に二酸化炭素を排出しない自動車の

導入を推進します。 
○ ○ ○ 

地球温暖化、資源の有効利用等の環境問題についての学習を

推進します。 
○ ○ ○ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（２）気候変動影響への適応策の推進 

 

≪施策の方向≫ 

１ 気候変動の影響による被害を回避・軽減する「適応策」に取り組みます。 

 

≪主な取組≫ 

 

分野 取組内容 行政 市民 事業者 

水環境・ 

水資源 

広葉樹植栽の推進による災害に強い森林づくりを進

めます。 
○  ○ 

森林の水源涵養機能の維持管理による渇水対策に取

り組みます。 
○  ○ 

自然災害 

水田や里山の適切な管理による水害の防止に努めま

す。 
○  ○ 

あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減さ

せる治水対策「流域治水」を推進します。 
○ ○ ○ 

日田市地域防災計画に基づく水害等の予防・対策を

進めます。 
○ ○ ○ 

健康 
熱中症への注意喚起・予防や対処法を普及啓発しま

す。 
○ ○ ○ 

農林業 

温暖化に対応した栽培管理技術や家畜の飼養技術の

普及・情報提供を進めます。 
○  ○ 

高温耐性品種等の導入など関係機関と連携し、適応

策に関する情報の収集・提供を進めます。 
○  ○ 

自然生態系 

特定外来生物への対応・駆除を進めます。 ○ ○ ○ 

生物多様性の保全対策に取り組みます。 ○ ○ ○ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（３）３Ｒの推進、廃棄物の適正処理 

 

≪施策の方向≫ 

１ ごみの発生抑制を最優先し、次に再利用、再生利用を推進します。 

２ 廃棄物の適正処理を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

市報やホームページ・ＳＮＳを活用したごみ減量に係る啓発、

ごみ分別表（家庭ごみの分け方・出し方）による市民のごみ

減量化と食品ロスの削減等によるごみの排出抑制を促進しま

す。 

○ ○  

事業所からのごみ排出量の抑制・減量化を促進します。 ○  ○ 

市民団体・事業者による資源回収活動を支援します。 ○ ○ ○ 

プラスチックごみの排出抑制や有効利用を推進します。 ○ ○ ○ 

ペーパーレス会議の導入など、紙の使用量削減に努めるとと

もに、資源化できる紙類（雑がみ）の分別収集を推進します。 
○ ○ ○ 

ごみになりにくい商品（リターナブル商品など）やごみを回

収するシステムの開発、ごみがあまり出ない事業システムを

研究します。 

  ○ 

発達段階に応じた地球温暖化、資源の有効利用等の環境問題

についての計画的な学習を推進します。 
○ ○  

建設副産物の適正処理と再資源化を促進します。 ○  ○ 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（４）地域資源の循環的な利用 

 

≪施策の方向≫ 

１ 平成 18（2006）年度より継続している家庭生ごみ分別収集による資源の有効利用を

持続させるため、既存の処理施設を効率的に運用するとともに、そのほかの廃棄物

等も地域資源として有効活用できるリサイクルシステムの構築に取り組みます。 

２ 新清掃センターの建設に向けて、取組を進めます。 

３ 環境の保全に配慮した循環型農業を目指し、畜産堆肥の利活用を推進します。 

 

 

 

 

廃棄物の種類 処理施設等 

下水道汚泥 浄化センター 

し尿・浄化槽汚泥等 環境衛生センター 

生ごみ、食品系バイオ

マス、豚ふん尿の一部 
バイオマス資源化センター 

家畜糞尿 堆肥化施設等 

木質系 

バイオ 

マス等 

製材残材 

（バーク） 

土壌改良材製造施設 

木材乾燥施設 

林地残材・ 

建築廃材等 
木質バイオマス発電施設 

一般焼却ごみ 

（家庭系・事業系） 
清掃センター 

 

 

図 15 地域資源リサイクルシステム概念図 

 

≪主な取組≫ 

取組内容 行政 市民 事業者 

家庭生ごみ分別収集による資源の有効利用を継続します。 ○ ○ ○ 

新清掃センターの建設に向けて取組を進めます。 ○   

良質な堆肥の生産と活用を推進し、耕畜連携による循環型農

業を促進します。 
○ ○ ○ 

 

  

水処理 

牛ふん・バーク等
処理 

焼却処理 

発 電 

堆肥 

利用 

熱利用 

地
域
資
源
循
環 

３つの区分による地域資源の有効利用を推進 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

施策の柱ⅳ．環境活動を実践するまち 

 

≪現状と課題≫ 

①学校版環境ＩＳＯ認定制度や子ども環境会議の開催など、市内の小中学校と連携して、

子どもたちの環境問題に関する意識の向上を図っています。引き続き、環境に関わる

学習の機会や場面を計画的に設けるよう工夫することが重要です。 

②環境意識の向上を図るためには、幼児期からの環境教育とすべての世代への啓発活動、

環境教育を担う人材育成が重要です。 

③市民団体と連携して市民の意識向上を図る活動を進めていますが、若い世代のリーダ

ー育成に向けた取組が必要です。 

 

 

≪基本的方向性≫ 

市民一人ひとりの環境に対する意識の向上と具体的な行動を促進し、市民・事業者・

行政の三者協働の基盤強化と、環境学習の推進や市民団体の活動支援などに努めます。 

 

■関連する SDGs のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

表 6 目標指標（第６次日田市総合計画第２期基本計画より） 

指標名 基準値 目標値 

市民 1 人 1 日あたりの可燃ごみ排出量 
656g 

平成 27（2015）年度 

511g 

令和 8（2026）年度 

ごみのリサイクル率 
18.5％ 

平成 27（2015）年度 

27.5％ 

令和 8（2026）年度 

博物館入館者数（年間） 
11,805 人 

平成 29（2017）年度 

12,000 人 

令和 9（2027）年度 
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Ⅲ．施策の柱と基本施策 

基本施策（１）環境教育・環境学習（ＥＳＤ）の推進 

 

≪施策の方向≫ 

１ 自然環境を活かして、自然とふれあい楽しみながら学べる環境教育（ＥＳＤ）を推

進します。 

２ さまざまな環境学習等を通じて、自然や生物を大切にする心を育てます。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

生物多様性や河川の重要性について関心を高めるため自然と

のふれあいや自然学習の機会を作り提供します。 
○ ○  

日田市環境白書の公表、幼児教育や学校教育における環境学

習、ふれあい宅配講座、公民館講座などあらゆる世代への環

境教育、環境学習の場を提供します。 

○ ○  
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基本施策（２）自主的な環境行動の推進 

 

≪施策の方向≫ 

１ 市民・事業者・行政の三者の役割（環境行動指針）について、普及・啓発に努めま

す。 

２ 行動主体自らが主体的意識を持って環境保全行動に取り組みます。 

３ 事業者の社会貢献活動（ＣＳＲ）等による環境保全行動を推進します。 

 

≪主な取組≫ 

 

取組内容 行政 市民 事業者 

市民・事業者・各種団体の主体的行動の促進に取り組みます。 ○ ○ ○ 

市民団体等と連携した取組の強化に努めます。 ○ ○  
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Ⅳ．重点プロジェクト 

写真：井上 旭氏 
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Ⅳ．重点プロジェクト（前期3 か年） 

Ⅳ．重点プロジェクト（前期３か年） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健全な水循環を維持するための取組を進めます。 

①水郷ひたのシンボルである河川を美しくするための市民意識の向上に努める。 

②水循環に関する環境教育と人材育成を推進する。 

③筑後川上流域や福岡都市圏などとの連携をさらに推進する。 

 

これまで継続してきた資源有効利用のさらなる推進に努めます。 

①既存施設を活かした廃棄物処理の統合を目指し取組を進める。 

②資源の有効利用による二酸化炭素排出量削減を目指す。 

③日田市が全国的なモデルとして脱炭素社会づくりの一翼を担う。 

安定かつ適切な廃棄物処理を継続するため早期の稼働を目指します。 

①周辺環境への配慮など環境負荷の少ない施設の建設を目指す。 

②地域の住民に親しみのある施設を目指す。 

③雑がみの分別収集促進など、引き続き３Ｒを推進する。 
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資料編 
 

写真：佐藤博恭氏 
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①空気のさわやかさ

②周辺環境の静かさ（騒音や振動）

③道路・公園・水辺などの清潔さ

④河川の水質、水量

⑤河川の景観（きれいさ）

⑥水辺の親水性（親しめる水辺）

⑦水（飲料水）のおいしさ

⑧緑の豊かさ

⑨街並みのゆとりや美しさ

⑩生きものの多様さ

⑪日常生活の便利さ

⑫交通機関の利用のしやすさ

⑬地域や自治会などの地域コミュニティ活動

⑭ごみのポイ捨てをしないなどの環境マナー

⑮環境学習の機会

n=450

1.満足 2.やや満足 3.どちらともいえない 4.やや不満 5.不満 6.無回答

①空気の

さわやか

さ
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③道路・
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水質、水

量
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⑥水辺の

親水性

（親しめ

る水辺）

⑦水（飲

料水）の

おいしさ

⑧緑の豊

かさ

⑨街並み

のゆとり
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⑩生きも

のの多様

さ
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さ
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さ

⑬地域や

自治会な

どの地域

コミュニ

ティ活動

⑭ごみの

ポイ捨て

をしない

などの環

境マナー

⑮環境学

習の機会

平成21年 73.3 60.4 44.1 17.9 35.9 51.7 68.6 38.9 37.6 22.8 22.1 13.6

平成27年 77.5 69.6 52.9 43.3 50.0 35.7 58.2 82.5 46.5 34.5 45.0 28.4 34.5 43.6 13.5

令和2年 78.4 74.4 59.8 48.4 54.4 39.8 65.8 80.9 49.6 37.3 44.4 25.6 38.7 43.3 16.0
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0%

20%

40%

60%

80%

100%
満足度（満足＋やや満足）

平成21年 平成27年 令和2年

１．環境に関する市民意識調査 

調査期間：令和２年１月～２月 

調査対象及び回収率：18 歳以上の市民 1,000 人、45.0％ 

 

（１）周辺環境への満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 21 年、平成 27 年、令和 2 年に実施した市民意識調査との比較】 
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①冷暖房の適正な温度設定や、電気をこまめに

消すなどの節電対策

②「みどりのカーテン」や「よしず」など遮光による夏場

の温度対策

③窓や壁などの高断熱化

④LED照明や省エネ型家電への買い替え

⑤太陽光発電や太陽熱温水器など再生可能

エネルギー機器

⑥自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）、潜熱

回収型給湯器（エコジョーズ）などの省エネ機器

⑦エネルギー使用量の把握

⑧自動車利用の抑制、エコドライブの実施、公共交通

機関の利用など

⑨電気自動車やプラグインハイブリットなどの次世代

自動車への買い替え

⑩その他

1.既に取り入れている 2.今後取り入れる予定 3.知っている 4.知らない 5.無回答

n=450

①冷暖房の適

正な温度設定

や、電気をこ

まめに消すな

どの節電対策

②「みどりの

カーテン」や

「よしず」な

ど遮光による

夏場の温度対

策

③窓や壁など

の高断熱化

④LED照明や

省エネ型家電

への買い替え

⑤太陽光発電

や太陽熱温水

器など再生可

能エネルギー

機器

⑥自然冷凍

ヒートポンプ

給油器など

（エコキュー

ト）、潜熱回

収型給油器

（エコジョー

ズ）などの省

エネ機器

⑦エネルギー

使用量の把握

⑧自動車利用

の抑制、エコ

ドライブの実

施、公共交通

機関の利用な

ど

⑨電気自動車

やプラグイン

ハイブリット

などの次世代

自動車への買

い替え

平成21年 33.7 5.9 20.3 15.45

平成27年 78.1 42.7 26.3 42.7 27.5 25.4 17.8 23.1 7.0

令和2年 75.3 36.7 24.0 49.3 25.8 30.9 21.1 18.7 9.8

33.7

5.9

20.3
15.45

78.1

42.7

26.3

42.7

27.5 25.4

17.8
23.1

7.0

75.3

36.7

24.0

49.3

25.8

30.9

21.1
18.7

9.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%
既に取り入れている

平成21年 平成27年 令和2年

（２）家庭での省エネルギー対策の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 21 年、平成 27 年、令和 2 年に実施した市民意識調査との比較】 
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12.0%

15.8%

7.3%

19.6%

63.6%

4.0%

31.1%

2.9%

3.1%

56.0%

70.4%

66.2%

72.7%

63.6%

23.8%

78.7%

52.4%

80.0%

79.3%

28.2%

17.6%

18.0%

20.0%

16.9%

12.7%

17.3%

16.4%

17.1%

17.6%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①市や市民団体が実施する環境講演・セミナー・報告会

②地域の地区公民館などが実施する環境講演・セミナー等

③博物館が実施する自然観察会・探鳥会・星空観察会など

④ごみ処理施設や下水道処理施設などの見学

⑤近隣区域のごみ拾いや河川清掃などの見学

⑥河川の水生生物調査

⑦草花や樹木を植える緑化活動

⑧県が実施する「緑のカーテンコンテスト」

⑨「こども環境バスツアー」「市民参加の森づくり事業」など、親子で参…

⑩全住民一斉清掃活動（10月第4日曜を基本）

n=4501.ある 2.ない 3.無回答

6.4%

7.6%

10.0%

7.6%

26.7%

4.7%

14.2%

3.6%

3.8%

32.9%

46.4%

50.0%

42.4%

49.3%

37.1%

36.0%

46.4%

31.8%

32.9%

29.6%

26.4%

23.1%

29.6%

24.0%

12.2%

39.1%

19.1%

44.4%

42.9%

14.4%

20.7%

19.3%

18.0%

19.1%

24.0%

20.2%

20.2%

20.2%

20.4%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①市や市民団体が実施する環境講演・セミナー・報告会

②地域の地区公民館などが実施する環境講演・セミナー等

③博物館が実施する自然観察会・探鳥会・星空観察会など

④ごみ処理施設や下水道処理施設などの見学

⑤近隣区域のごみ拾いや河川清掃などの見学

⑥河川の水生生物調査

⑦草花や樹木を植える緑化活動

⑧県が実施する「緑のカーテンコンテスト」

⑨「こども環境バスツアー」「市民参加の森づくり事業」など、親子で参…

⑩全住民一斉清掃活動（10月第4日曜を基本）

n=450
1.参加したい 2.機会があれば参加したい 3.参加したいと思わない 4.無回答

（３）環境に関する活動への参加状況 

 

【参加経験】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の参加意向】 
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①市や市民

団体が実施

する環境公

演・セミ

ナー・報告

会

②地域の地

区公民館な

どが実施す

る環境公

演・セミ

ナー等

③博物館が

実施する自

然観察会・

探鳥会・星

空観察会な

ど

④ごみ処理

施設や下水

道処理施設

などの見学

⑤近隣区域

のごみ拾い

や河川清掃

などの見学

⑥河川の水

生生物調査

⑦草花や樹

木を植える

緑化活動

⑧県・市が

実施する

「緑のカー

テンコンテ

スト」

⑨「こども

環境バスツ

アー」「市

民参加の森

づくり事

業」など、

親子で参加

できる環境

学習・体験

学習

⑩全住民一

斉清掃活動

（10月第4

日曜を基

本）

平成27年 14.6 14.9 4.4 24.0 66.1 5.3 28.1 3.2 6.4 54.4

令和2年 12.0 15.8 7.3 19.6 63.6 4.0 31.1 2.9 3.1 56.0

14.6 14.9
4.4

24.0

66.1

5.3

28.1

3.2 6.4

54.4

12.0 15.8
7.3

19.6

63.6

4.0

31.1

2.9 3.1

56.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

参加経験がある
平成27年 令和2年

①市や市民

団体が実施

する環境公

演・セミ

ナー・報告

会

②地域の地

区公民館な

どが実施す

る環境公

演・セミ

ナー等

③博物館が

実施する自

然観察会・

探鳥会・星

空観察会な

ど

④ごみ処理

施設や下水

道処理施設

などの見学

⑤近隣区域

のごみ拾い

や河川清掃

などの見学

⑥河川の水

生生物調査

⑦草花や樹

木を植える

緑化活動

⑧県・市が

実施する

「緑のカー

テンコンテ

スト」

⑨「こども

環境バスツ

アー」「市

民参加の森

づくり事

業」など、

親子で参加

できる環境

学習・体験

学習

⑩全住民一

斉清掃活動

（10月第4

日曜を基

本）

平成27年 85.4 85.1 95.6 76.0 33.9 94.7 71.9 96.8 93.6 45.6

令和2年 70.4 66.2 72.7 63.6 23.8 78.7 52.4 80.0 79.3 28.2

85.4 85.1
95.6

76.0

33.9

94.7

71.9

96.8 93.6

45.6

70.4 66.2
72.7

63.6

23.8

78.7

52.4

80.0 79.3

28.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

参加経験がない
平成27年 令和2年

【平成 21 年、平成 27 年、令和 2 年に実施した市民意識調査との比較】 
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39

157

230

61

155

49

157

50

34

178

1

7

0 50 100 150 200 250

①家の周りに樹木を植えるときは、もともとその地域に生えているものを使う

②本来その地域に生息・生育していない動植物をむやみに放さない

③出かけた時には、ごみを捨てずに持ち帰る

④むやみに野草を採ったり傷つけたりしない

⑤野生動物にエサを与えない

⑥河原や森林などでは、決められた場所以外に車を乗り入れない

⑦排水口に使い終わった油や食べ残しを捨てない

⑧殺虫剤や除草剤などの使用を控えるようにする

⑨地域の自然観察会や緑化活動などに参加し、もっと地域の生きものを理解する

⑩ペットを途中で放置したりせず、最後まで責任を持って育てる

⑪その他

⑫よくわからない

n=1,118

138

189

78

155

84

104

72

43

22

79

85

9

23

0 50 100 150 200

①自然や生きものを通じて季節感を感じることができるまち

②緑・水辺・公園などが身近にあり、うるおいとゆとりのあるまち

③いろいろな文化や歴史を感じ、地域のいろいろなことを学べるまち

④ごみのないきれいなまち

⑤資源やエネルギーをムダなく活かしているまち

⑥地球温暖化対策など、地球環境に負荷を与えないまち

⑦地域の再生可能エネルギーを最大限利用しているまち

⑧市民や事業者による環境への取り組み内容を誇りに思えるまち

⑨環境について活動することができる機会の多いまち

⑩良い環境づくりへの活気や取り組みが身近に感じられるまち

⑪環境と経済の両立を目指す世界的にも誇れるまち

⑫その他

⑬よくわからない

n=1,081

224

79

65

68

105

23

12

77

40

134

152

2

33

0 50 100 150 200 250

①誰もが簡単に取り組むことのできる環境活動の推進

②学校における環境 エネルギー教育の普及促進

③大学や企業等が連携し技術開発を行うなど良い環境を作る為の仕組みづくり

④中小企業の技術やノウハウを活用した環境ビジネスの展開

⑤畜産廃棄物や生ごみ由来のたい肥を利用した資源循環型農業の推進

⑥市街地での「地域冷暖房システム」高効率化などの取り組みの促進

⑦市内事業者のISO14001などの環境マネジメントシステムの認証取得促進

⑧再生可能エネルギー（太陽光発電、木質バイオマス等）の導入促進

⑨企業の資本力や技術などを活かした環境配慮型の大規模プロジェクト実施

⑩各地区の意向や特性にもとづき計画的に進める環境に配慮したまちづくり

⑪市民、事業所、行政が共に連携・協力し、「環境先進都市」を目指すこと

⑫その他

⑬よくわからない

n=1,014

（４）生物多様性を保全するために大切だと思うこと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）環境面から見た望ましい日田市の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）日田市らしさを活かすために重要な取組 
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２．平成 30 年度日田市市民意識調査 

調査期間：平成 30 年 11 月～12 月 

調査対象及び回収率：高校生以上の男女 3,273 人、49.0％ 

 

（１）施策への満足度と重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緑のポイントは環境に関する施策 

  

市民協働のまちづくり

市民サービスの充実・向上

政策を実行・実現する行財政運営

健康づくり、保健・医療の充実
地域福祉の推進

子ども・子育て支援の推進

障がい者（児）福祉の充実

高齢者福祉の充実 防災・消防・救急体制の強化

防犯体制、交通安全対策

及び消費生活の充実

農業・水産業の振興

林業の振興

商工業の振興
観光の振興

道路・河川・公共交通の整備

住環境の整備と

維持管理
公園・緑地の整備と維持管理

地域特性を活かした空間づくり

情報通信基盤の

整備と維持管理

減災対策と災害復旧

学校教育の充実

文化芸術の振興

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの振興

互いに尊重しあえる社会の実現

地域環境の保全

良好な水資源の確保

資源循環と地球温暖化対策の推進

環境意識の向上

満足度指数平均値 4.40 

重要度指数平均値 53.78 

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

（重要度指数）

（満足度指数）

今後、積極的に対応を図るべき施策 
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（２）市政情報の入手方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害に備えるうえで重要な取組 
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３．温室効果ガス排出量の将来推計方法 

 

表 7 二酸化炭素排出量の活動量推計方法 

部門 分野 活動量 採用したケース 

産業 製造業 製造品出荷額 過去５年間の平均値 

建設業・鉱業 従業者数 現状維持値 

農林水産業 従業者数 トレンド推計値 

業務その他 従業者数 現状維持値 

家庭 世帯数 第６次日田市総合計画の目標人口に基づく

推計値 

運輸 自動車 自動車登録台数 トレンド推計値 

鉄道 営業距離 現状維持値 

廃棄物 一般廃棄物 人口 第６次日田市総合計画の目標人口値 

 

表 8 メタン・一酸化二窒素排出量の推計方法 

 部門 分野 推計方法 

メタン 運輸 自動車の走行 運輸部門（自動車）の CO2増減率 

農業 水田の耕作 産業部門（農業）の CO2増減率 

農業廃棄物の焼却 同上 

家畜の飼養 同上 

家畜の排せつ物の管理 同上 

廃棄物 一般廃棄物の焼却 廃棄物部門の CO2増減率 

生活・商業排水の処理 家庭部門、業務その他部門の CO2増減率の平均 

一酸化

二窒素 

運輸 自動車の走行 運輸部門（自動車）の CO2増減率 

農業 耕地における肥料の使用 産業部門（農業）の CO2増減率 

耕地における肥料のすき込み 同上 

農業廃棄物の焼却 同上 

家畜の排せつ物の管理 同上 

廃棄物 一般廃棄物の焼却 廃棄物部門の CO2増減率 

生活・商業排水の処理 家庭部門、業務その他部門の CO2増減率の平均 
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４．用語解説 

※【 】は本文に出てくるページです 

ア行 

 

アダプトプログラム【23】 

ボランティアとなる地域住民や企業が道路や公園、河川などの公共の場所の定期的な清掃活動を行

ない、公共の場所を我が子のように大切に慈しんでいこうということから名づけられた制度。アダプ

トとは英語で「養子縁組する」ことを意味する。 

 

新しい日田の森林・林業・木材産業振興ビジョン【15・20】 

日田市の最上位計画である「第６次日田市総合計画」にもとづく、林業振興分野の個別計画。日田

市が目指すべき森林の姿と基幹産業である林業・木材産業振興の基本的な指針として策定された。（出

典：新しい日田の森林・林業・木材産業振興ビジョンから一部抜粋） 

 

ESD【15・42】 

「Education for Sustainable Development」の略で「持続可能な開発のための教育」と訳される。

環境や社会、経済のバランスをとり、持続可能な社会を実現するためにはどうすればいいかを考え、

解決できる力を養う教育や学習を意味する。 

 

イノベーション【3】 

革新、新機軸のことを指しており、新しい技術や考え方を導入して新たに価値を生み出すこと。 

 

エコアクション 21【21】 

エコアクション 21 は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム。一般に、「PDCA サ

イクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境へ

の取り組みを自主的に行うための方法を定めている。（出典：エコアクション中央事務局 HP） 

 

エコドライブ【37】 

燃料消費量や CO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけ。具体例としては、

①自分の燃費を把握する、②ふんわりアクセル「ｅスタート」、③車間距離にゆとりをもって、加速・

減速の少ない運転、④減速時は早めにアクセルを離す、⑤エアコンの仕様は適切に、⑥ムダなアイド

リングはやめる、⑦渋滞を避け、余裕をもって出発する、⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備、

⑨不要な荷物をおろす、⑩走行の妨げとなる駐車はやめる、がある（出典：環境省 HP エコドライブ

10 のすすめ）。 

 

SNS【39】 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録された利用者同

士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まった
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り、近隣地域の住民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミ

ュニケーションを可能にしている（出典：総務省 HP 国民のための情報セキュリティサイト）。 

 

エンパワーメント【3】 

アメリカにおける公民権運動との関わりの中で、社会福祉の分野で取り入れられた理念。社会的に

不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指しており、その人の有するハンディキャップやマイナス

面に着目して援助をするのではなく、長所、力、強さに着目して援助すること（出典：厚生労働省 HP）。 

 

屋外広告物法【24】 

良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋

外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めること

を目的とする法律（国土交通省 HP 屋外広告物法）。 

 

カ行 

 

海洋プラスチック問題【2】 

プラスチックは、我々の生活に利便性と恩恵をもたらしている有用な物質である。他方で、海洋に

流出すると長期間にわたり環境中にとどまることとなる。現在、世界全体で年間数百万トンを超える

プラスチックごみが海洋に流出していると推計されている。このため、海洋プラスチックごみによる

地球規模での環境汚染による生態系、生活環境、漁業、観光等への悪影響が懸念され、国連をはじめ

とする様々な国際会議において、重要かつ喫緊の課題として議論が行われている（出典：海洋プラス

チックごみ対策アクションプラン）。 

 

環境白書（日田市環境白書）【6・42】 

日田市環境基本計画の進捗状況や日田市における環境の現状を毎年度ごとにまとめたもの。 

 

学校版環境 ISO 認定制度【41】 

環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の｢PDCA サイクル｣の考え方を取り入れたシステ

ムで、各学校において、環境保全・資源の有効利用や環境負荷の軽減など、環境にやさしい学校づく

りに向け取り組み、それを点検・記録し、見直すことで次の行動に活かしてもらうための日田市独自

の制度。 

 

環境マネジメントシステム【21】 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に

関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環

境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメン

トシステム」（ＥＭＳ - Environmental Management System）という。環境マネジメントシステムに

は、環境省が策定したエコアクション２１や、国際規格の ISO14001 がある。他にも地方自治体、NPO

や中間法人等が策定した環境マネジメントシステムがあり、全国規模のものにはエコステージ、KES・
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環境マネジメントシステム・スタンダードがある。（出典：環境省 HP 環境マネジメントシステム） 

 

緩和策【15・37】 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制するための対策で、省エネルギー対策や再生可

能エネルギー導入、森林や都市緑化による二酸化炭素吸収源対策などがある。 

 

気候非常事態宣言【2】 

国や自治体、学校、団体といった組織が、気候変動が与える影響についての危機感を共有し、具体

的な行動（温室効果ガスの排出抑制や気候変動影響を回避・軽減するための取組）の促進を目指して

行う非常事態宣言。 

 

気候変動適応法【2・4】 

地球温暖化その他の気候の変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響

が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関す

る計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供その他必要な措置を講ずることに

より、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ

とを目的とする法律。 

 

近自然工法【26】 

人間の利便性追及型社会から地球環境や自然生態系に配慮した社会（環境保全型社会）に変えてい

くことを基本的な考えとして生まれたのが近自然工学である。これを技術的側面から捉えたものが近

自然工法であり、多自然型川づくりなどはこの考え方に基づき国土交通省が推進している事業である。 

 

景観法【24】 

我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施

策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及

び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健

全な発展に寄与することを目的として定められた法律。 

 

耕種農家【21・40】 

米などの穀物、野菜、果樹、花き、工芸農作物などを栽培する農家。 

 

子ども環境会議【41】 

毎年夏休み期間中に、市内の全小中学校の児童・生徒の代表が集まり行われる会議。学校版環境 ISO

認定制度の取り組み内容についての発表・意見交換を行い、また環境に関した講演会を聴講すること

により、学校生活における環境保全活動の促進を図る日田市独自の制度。 
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サ行 

 

再生可能エネルギー【30・32・35・37】 

自然の営みから半永久的に得ることができ、継続して利用できるエネルギーの総称を再生可能エネ

ルギーという。有限でいつかは枯渇する化石燃料などとは異なり、自然の活動によってエネルギー源

が絶えず再生、供給され、かつ地球環境への負荷が少ない。一般的に、水力・地熱・太陽光・太陽熱・

風力・雪氷熱・温度差・バイオマスによるエネルギーのことをいう。 

 

ジェンダー【3】 

社会的・文化的に作られる性別のこと。 

 

次世代自動車【37】 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、

燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車で、燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動

車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車が該当する（出

典：環境省 HP 次世代モビリティガイドブック 2019-2020）。 

 

自然共生社会【25】 

生物多様性が人類の生存基盤であることを認識した上で、自然のことわりに沿った自然と人とのバ

ランスのとれた健全な関わりを社会の隅々に広げ、将来にわたり自然の恵みを得られるよう、自然の

仕組みを基礎とする真に豊かな社会（出典：平成 26 年版 図で見る環境・循環型社会・生物多様性白

書）。 

 

持続可能な開発目標（SDGs）【2・3・11】 

平成 27（2015）年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された「誰一人取り残さない」持続

可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、令和 12（2030）年を年限とする 17 の国際目標のこ

と。その特徴は、①先進国を含め、全ての国が行動する（普遍性）、②人間の安全保障の理念を反映し

「誰一人取り残さない」（包摂性）、③全てのステークホルダー（利害関係者）が役割を持つ（参画性）、

④社会・経済・環境に統合的に取り組む（統合性）、⑤定期的にフォローアップする（透明性）である

（出典：外務省 「持続可能な開発目標（SDGs）について」、平成 30 年 5 月)。 

 

社会貢献活動（CSR）【43】 

企業が持続的に発展する社会づくりに貢献するために、経済・環境・社会等の幅広い分野において

責任を負うとする考え方に基づいた活動。 

 

水郷ひた河川を美しくする条例【4・16・18・46】 

日田市の美しく豊かな河川を浄化するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、

河川の浄化と河川環境の保全を図ることを目的とする条例。 
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水源涵養（すいげんかんよう）【20・26・38】 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の

流量を安定させる機能を持っている。また、雨水が森林土壌を通過することにより、水質が浄化され

る。これらの機能のことを森林の水源涵養機能という。（出典：林野庁 HP から一部抜粋） 

 

生分解性プラスチック【30】 

使用するときには従来のプラスチック同様の性状と機能を維持しつつ、使用後は自然界の微生物な

どの働きによって生分解され、最終的には水と二酸化炭素に完全に分解されるプラスチック（出典：

国立研究開発法人国立環境研究所 HP 環境技術解説）。 

 

清流度【19】 

河川水中での水平方向の透明性を示す指標。 

 

生物多様性【3・5・10・13・15・25・26・27・38・42】 

生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上には 40 億年という長い歴史

の中で、3,000 万種ともいわれる多様な生きものが生まれた。これらの生命は一つひとつに個性があ

り、全て直接に、間接的に支えあって生きている。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様

性・遺伝子の多様性という 3 つのレベルで多様性があるとしている。（出典：環境省生物多様性ウェブ

サイト） 

 

生物多様性地域戦略【27】 

都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計

画のこと。生物多様性基本法第 13 条において、生物多様性国家戦略を基本とした都道府県又は市町村

の生物多様性地域戦略の策定が努力義務として規定されている。 

 

ゼロエミッション【13】 

もともとは、平成 6（1994）年に国連大学が提唱した考え方で、「あらゆる廃棄物を原材料などとし

て有効活用することにより、廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システム」を意味していたが、

現在では、2050 年温室効果ガス実質ゼロの意味としても使用されている。 

 

タ行 

 

脱炭素社会【2・8・30・36・46】 

パリ協定第４条１に規定されている「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による

除去量との均衡を達成する」こと、すなわち世界全体の人為的な排出量を実質的にゼロにすること（出

典：長期低炭素ビジョン 中央環境審議会地球環境部会、平成 29 年 3 月）。 

 

地域資源リサイクルシステム【40・46】 

下水道汚泥、し尿・浄化槽汚泥、生ごみ、家畜糞尿、バイオマス、一般焼却ごみ等の市内から排出
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される廃棄物等を地域資源として捉え、発電、たい肥利用、熱利用等へ効率的に処理するシステム。 

 

地域循環共生圏【2・8】 

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地

域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す

考え方（環境省 HP 地域循環共生圏）。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）【4】 

地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉

を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止す

ることが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であ

ることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その

他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖

化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人

類の福祉に貢献することを目的とする法律。 

 

適応策【15・30・38】 

既に起こりつつある、あるいは今後起こりうる気候変動の影響に対処し、被害を回避・軽減する対

策のこと。 

 

伝統的建造物群保存地区【24】 

昭和 50 年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場

町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。市町村は、伝

統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存活

用計画を定める。国は市町村からの申出を受けて、我が国にとって価値が高いと判断したものを重要

伝統的建造物群保存地区に選定する。日田市内では豆田町が重要伝統的建造物群保存地区に選定され

ている（出典：文化庁 HP 伝統的建造物群保存地区）。 

 

特定外来生物【15・29・38】 

生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定され

た外来生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、

海外からわが国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物を

指す（出典：環境省 HP 外来生物法 用語集）。 

 

ナ行 

 

2050 年カーボンニュートラル宣言【2】 

令和 2（2020）年 10 月 26 日、第 203 回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は

「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュート
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ラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。排出を全体としてゼロとは、温室効果ガスの排

出量から、森林などによる吸収量を差し引いてゼロを達成することを意味している（出典：環境省 HP 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて）。 

 

野焼き【16・22】 

適法な焼却施設以外で廃棄物、ごみを燃やすことをいう。廃棄物の処理及び清掃に関する法律にお

いて、一部の例外規定を除き、野焼きが禁止されている。 

 

ハ行 

 

バイオマス【16・20・30・37・40】 

家畜排せつ物や生ごみ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことをバイオマ

スという。バイオマス・ニッポン総合戦略においては、「本総合戦略で取り上げるバイオマスとは、生

物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたも

のである」と定義されている。（出典：バイオマス・ニッポン総合戦略（農林水産省 平成 18 年 3 月 31

日閣議決定）から一部抜粋） 

 

日田市環境審議会【6】 

日田市環境保全条例に基づく審議会。環境の保全及び創造に関する基本的施策に関することなどに

ついて調査審議を行う。（出典：日田市環境保全条例から一部抜粋） 

 

日田市環境保全条例【4】 

市域における良好な環境の保全及び創造と地球全体の環境問題に取り組むための基本理念を定め、

市民、事業者及び行政の責務を明確にし、施策の基本となる事項を定めることにより、施策の総合的

推進をもって、将来にわたり良好な環境を維持するとともに、市民の健康で潤いのある生活を確保す

ることを目的とする条例。 

 

日田式循環型農業【40】 

日田市の環境の保全に配慮した循環型農業を基本に、地産地消や有機栽培によるブランド化、豊か

で健康な市民生活や活発な地域間交流など「さまざまな循環の輪」を広げていく施策。 

 

日田市総合計画【4・5・55】 

日田市が目指す将来像を実現するために実施する政策を明らかにし、市民と行政がまちづくりを協

働して進めるための指針で、日田市の最上位計画として総合的かつ計画的な行政運営を行うための方

針となるもの。 

 

日田市地域防災計画【38】 

日田市民の生命、身体および財産を災害から守り、日常生活の安全性を確保するための災害対策に

ついて、総合的に定めたもの。 
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日田市都市計画マスタープラン【38】 

日田市の都市計画に関する基本的な方針を定めたものであり、市域における土地利用やまちづくり

の骨格となる都市施設等の整備に関する方向性を示したもの。 

 

日田市ポイ捨て等の防止に関する条例【16】 

たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙のマナーの向上に関し、必要

な事項を定めることにより、市、市民等及び事業者が協働して、安全で快適な生活環境の実現に努め

るとともに、市民一人ひとりのモラル・マナーの向上を図り、もって快適で美しいまちづくりに資す

ることを目的とする条例。 

 

ラ行 

 

ライフスタイルイノベーション【12・13】 

持続可能な社会を実現するための環境負荷の少ない製品・サービスを提供する事業者の取組やそれ

を促す行政の施策、一人ひとりの賢い選択による社会変革。個人の取組としては、賢い選択をするこ

とで、消費者の立場だけでなく、働き方（ワーキング）を含めた暮らし方全体を通じても環境問題や

社会的課題の解決に貢献していくこともできる。 

 

リターナブル商品【39】 

ガラスびんやプラスチック製容器、金属製容器など繰り返し使用（リターナブル）される容器・包

装資材を使用した商品。 

 

レジリエント【3】 

強靭（強くてしなやか）なこと。 

 

レッドデータブック【28】 

絶滅のおそれのある野生生物の解説として掲載種の生息状況等をとりまとめ編纂した書籍で、専門

家による科学的・客観的評価により作成されている。レッドデータブックには、国際自然保護連合（IUCN）

が作成したもの、日本が作成したもの、地方公共団体が作成したものがある。大分県では、「絶滅のお

それのある野生生物（野生動植物）」の現状とその保護の必要性について、県民や事業者の理解を深め、

大分県の生物多様性の保全を図ることを目的として平成 23（2011）年 3 月に「レッドデータブックお

おいた 2011」を公表している（出典：環境省 HP いきものログ、大分県 HP レッドデータブックおお

いた 2011）。 

 

 

 


